
「と
ち
ぎ
地
方
自
治
と
住
民
」巻
頭
言 

 

『今
改
め
て
思
う
２
１
世
紀
を
創
る
報
徳
思
想
』 
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私
は
、
旧
今
市
市
長
の
時
か
ら
『報
徳
思
想
が
２
１
世
紀
を
創
る
。
』と
言
い
続
け
て
き
た
。
今
改
め
て
そ
う
強
く
感
じ
て
い
る
。 

 

尊
徳
翁
の
代
表
的
な
訓
え
に
、
至
誠
・勤
労
・分
度
・推
譲
が
あ
る
。
真
心
を
中
心
と
し
て
一
生
懸
命
働
き
、
自
分
の
収
入
の
３
分
の
２
程
度
で

生
活
し
、
３
分
の
１
を
積
み
立
て
、
自
分
や
子
や
孫
た
ち
と
他
人
や
社
会
の
為
に
譲
って
ゆ
く
と
い
う
生
き
方
で
あ
る
。
正
に
、
素
晴
ら
し
い
人
生

訓
で
あ
り
、
私
は
こ
れ
が
実
践
で
き
れ
ば
、
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
豊
か
に
な
れ
て
、
幸
せ
な
人
生
が
送
れ
る
と
確
信
し
て
い
る
。 

 

こ
の
訓
え
は
、
個
々
人
は
も
ち
ろ
ん
企
業
に
も
自
治
体
や
国
家
の
経
営
に
も
活
か
せ
る
。
報
徳
道
を
活
か
し
て
経
営
し
て
い
る
企
業
は
た
く
さ

ん
あ
る
。
世
界
一
の
自
動
車
会
社
ト
ヨ
タ
を
つ
く
った
豊
田
佐
吉
・喜
一
郎
親
子
は
、
日
蓮
宗
の
信
者
で
あ
る
と
同
時
に
報
徳
道
の
熱
心
な
実
践

者
で
あ
った
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

今
の
安
倍
内
閣
に
は
、
至
誠
・真
心
が
見
え
な
い
。
『ウ
ソ
つ
き
内
閣
』と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
実
際
、
安
倍
総
理
は
、
国
民
を
何
度
も
騙

し
て
き
た
。 

 

一
つ
の
大
き
な
ウ
ソ
は
、
経
済
最
優
先
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
デ
フ
レ
を
脱
却
し
、
経
済
を
成
長
さ
せ
、
税
収
を
増
や
し
、
国
と
地
方
の
基
礎
的
財
政

収
支
を
二
〇
二
〇
年
度
ま
で
に
黒
字
化
さ
せ
る
約
束
だ
。
『経
済
成
長
に
よ
る
税
収
増
』は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
柱
だ
が
、
昨
年
度
の
税
収
は
、
当
初

予
算
に
比
べ
て
二
・一
兆
円
も
減
収
と
な
り
、
目
標
年
次
ま
で
の
黒
字
化
は
と
て
も
無
理
だ
。 

 

同
時
に
、
日
銀
の
黒
田
総
裁
が
進
め
る
金
融
緩
和
の
目
標
で
あ
る
物
価
安
定
目
標
二
％
も
六
回
も
断
念
し
て
、
達
成
時
期
を
二
〇
一
九
年
へ

と
延
期
し
た
。
四
百
六
十
兆
円
と
い
う
莫
大
な
お
金
を
出
し
て
も
、
そ
の
効
果
は
限
定
的
で
、
金
融
機
関
等
の
経
営
を
悪
化
さ
せ
、
国
家
財
政

を
も
危
う
く
し
て
い
る
。
一
日
も
早
く
金
融
緩
和
を
縮
小
す
る
出
口
戦
略
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

二
つ
目
の
大
き
な
ウ
ソ
は
、
国
民
を
騙
し
て
『
い
つ
で
も
戦
争
で
き
る
国
づ
く
り
』を
進
め
て
き
た
事
だ
。
そ
の
為
に
、
特
定
秘
密
保
護
法
、
安
保

法
い
わ
ゆ
る
戦
争
法
、
テ
ロ
等
準
備
罪
法
い
わ
ゆ
る
共
謀
罪
法
を
次
々
と
強
行
採
決
で
成
立
さ
せ
て
き
た
。 



 
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
を
閣
議
決
定
し
て
、
安
保
法
を
成
立
さ
せ
た
時
点
で
、
『
い
つ
で
も
戦
争
で
き
る
国
』が
で
き
あ
が
った
。
総
理
自

身
が
そ
の
事
を
「集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
容
認
し
て
安
保
法
を
つ
く
った
ら
、
米
国
か
ら
何
も
言
って
こ
な
く
な
った
ん
だ
よ
。
憲
法
改
正
す
る

必
要
が
な
く
な
っち
ゃ
った
ん
だ
よ
。
」と
告
白
し
て
い
る
。
正
に
、
麻
生
副
総
理
が
「憲
法
改
正
は
ナ
チ
ス
の
よ
う
に
国
民
が
気
が
つ
か
な
い
よ
う
に

や
れ
ば
い
い
ん
だ
よ
。
」と
言
って
い
た
通
り
に
な
って
し
ま
った
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
度
は
「憲
法
九
条
に
自
衛
隊
を
明
記
し
た
い
。
」と
言
い
出

し
た
。 

 

報
徳
思
想
は
多
信
教
。
尊
徳
翁
は
自
分
の
訓
え
は
神
儒
仏
正
味
一
粒
丸
と
言
って
い
る
。
神
は
神
道
で
『
開
国
の
道
』
、
儒
は
儒
教
で
『治
国
の

道
』、
仏
は
仏
教
で
『治
心
の
道
』
で
、
こ
れ
ら
を
ぐ
る
ぐ
る
丸
め
て
斑
文
様
の
な
い
よ
う
な
丸
薬
に
し
た
も
の
だ
。
そ
の
匙
加
減
は
、
神
一
匙
、
儒

仏
半
匙
ず
つ
だ
そ
う
だ
。
翁
の
訓
え
が
、
個
々
人
に
も
企
業
に
も
自
治
体
や
国
家
に
も
活
か
せ
る
所
以
で
あ
る
。 

 

尊
徳
翁
を
評
価
す
る
人
は
古
今
東
西
た
く
さ
ん
い
る
。
わ
が
国
の
代
表
は
内
村
鑑
三
で
あ
る
。
彼
の
『代
表
的
日
本
人
』は
あ
ま
り
に
も
有
名

だ
が
、
日
本
を
代
表
す
る
五
人
の
う
ち
の
一
人
、
聖
農
と
し
て
翁
を
紹
介
し
て
い
る
。
海
外
の
代
表
は
、
戦
争
に
敗
れ
た
時
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
政
府
の
新

聞
課
長
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
少
佐
で
あ
る
。
彼
は
、
「戦
後
の
復
興
は
尊
徳
翁
に
学
べ
。
翁
は
近
世
日
本
が
生
ん
だ
最
初
の
民
主
主
義
者
で
あ
り
、
翁
の

訓
え
は
真
理
だ
か
ら
時
代
を
超
え
て
通
用
す
る
。
」と
言
い
切
って
い
る
。 

 

二
〇
〇
四
年
、
国
際
二
宮
尊
徳
思
想
学
会
が
誕
生
し
た
。
初
代
会
長
と
な
った
北
京
大
学
の
劉
金
才
教
授
の
基
調
講
演
は
圧
巻
で
あ
った
。

「今
人
類
が
解
決
す
べ
き
大
き
な
課
題
が
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
人
と
人
と
の
対
立
、
二
つ
は
国
（文
化
）と
国
（文
化
）
と
の
対
立
、
三
つ
は
人
間
と
自

然
の
対
立
だ
。
世
界
中
を
探
し
て
み
た
が
、
こ
の
三
つ
の
課
題
を
解
決
で
き
る
哲
学
思
想
は
、
二
宮
尊
徳
思
想
し
か
な
い
。
だ
か
ら
、
国
際
二
宮

尊
徳
思
想
学
会
を
設
立
し
て
、
こ
の
三
つ
の
対
立
の
解
決
の
糸
口
を
見
出
し
て
い
き
た
い
。
」と
述
べ
た
。
私
は
背
筋
が
ぞ
く
ぞ
く
と
す
る
よ
う
な

感
動
を
覚
え
た
事
を
今
も
忘
れ
な
い
。 

 

今
、
世
界
を
見
渡
す
と
、
我
が
国
を
は
じ
め
多
く
の
国
々
が
価
値
観
が
多
様
化
す
る
中
で
、
ゆ
き
す
ぎ
た
自
己
中
心
主
義
、
自
国
中
心
主
義

に
よ
って
、
混
乱
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
報
徳
思
想
は
多
信
教
な
の
で
一
円
融
合
の
心
で
、
他
者
（
異
教
徒
）の
存
在
を
認
め
、
共
存
共
栄
を

図
り
、
自
然
と
の
調
和
を
大
切
に
し
て
自
然
の
恵
み
に
感
謝
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
今
こ
そ
わ
が
国
は
報
徳
思
想
に
学
び
、
脱
原
発
・脱
炭
素
社

会
を
推
し
進
め
、
国
民
ひ
と
り
一
人
の
幸
せ
と
世
界
の
平
和
と
繁
栄
に
貢
献
す
べ
き
時
で
は
な
い
の
か
。
つ
く
づ
く
そ
う
思
う
。 


